
共済契約者等 退職者 福祉医療機構

・共済契約者は退職手当共済システムで退職者情報登録を行ない、二次元コードを発行
してください。
・退職者は、退職された職場（共済契約者等）から、請求書作成のための二次元コードを
受け取り、請求書を作成・ご提出ください。

システムで退職届
を作成、福祉医療
機構に提出すると、
請求書作成のため
の二次元コードが
出てきます。

職場（共済契約者
等）より二次元
コードを受領、シ
ステムで請求書を
作成し、福祉医療
機構に送信します。

【他の退職金制度に加入
されている方】
機構より先に他の退職手
当金が支給された場合に
は、源泉徴収票のアップ
ロードが必要です。

（共済契約者等・退職者）

送信いただいた書類
を審査し、退職手当
金を支給します。
退職手当金の支給に
合わせて、「源泉徴
収票」をハガキで退
職者さまにお送りし
ます。

（共済契約者等が代行者として作成・提出することがあります）




